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大津市補助金等交付規則の一部を改正する規則を公布する。

平成25年７月31日

大津市長  越    直  美

大津市規則第89号

   大津市補助金等交付規則の一部を改正する規則

大津市補助金等交付規則（平成10年規則第32号）の一部を次のように改正する。

別表第４項の表森林整備地域活動支援交付金の項中「、森林経営計画」を「及び森林経営計画」に改め、「及

び作業路網の整備」を削る。

附 則

この規則は、平成25年８月１日から施行する。

大津市契約規則の一部を改正する規則を公布する。

平成25年７月31日

大津市長  越    直  美

大津市規則第90号

大津市契約規則の一部を改正する規則

大津市契約規則（昭和40年規則第35号）の一部を次のように改正する。

様式第14号工事請負契約書第35条第１項中「前払金に」を「前払金額に」に改め、同契約書第38条第２項中

「前払金額」を「前払金及び中間前払金の額」に改め、同契約書第47条第３項中「による前払金」の次に「及び

中間前払金」を、「いう。）」の次に「及び中間前払金の額」を加え、「前払金の支払」を「前払金又は中間前

払金の支払」に改める。

附 則

この規則は、平成25年８月１日から施行する。

大津市自動車駐車場の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

平成25年７月31日

大津市長  越    直  美

大津市規則第91号

   大津市自動車駐車場の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

大津市自動車駐車場の管理運営に関する規則（平成10年規則第18号）の一部を次のように改正する。

第10条第１項中第12号を第13号とし、第11号を第12号とし、第10号の次に次の１号を加える。

⑾ 旧大津公会堂

附 則

この規則は、平成25年８月１日から施行する。

市 章
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道路法第24条の２の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場の管理運営に関する規則の一部を改正する

規則を公布する。

平成25年７月31日

大津市長  越    直  美

大津市規則第92号

   道路法第24条の２の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場の管理運営に関する規則の一部

を改正する規則

道路法第24条の２の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場の管理運営に関する規則（平成10年規則第

20号）の一部を次のように改正する。

第９条第１項中第12号を第13号とし、第11号を第12号とし、第10号の次に次の１号を加える。

⑾ 旧大津公会堂

附 則

この規則は、平成25年８月１日から施行する。


